
入  札  公  告 

 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 平成 23年 11月 7日 

 

経理責任者 

独立行政法人国立病院機構 

大阪医療センター院長 楠岡 英雄 

 

１ 業務概要 

(1) 業務名 

大阪医療センター臨床研究センター新築（追加）実施設計及び監理業務委託 

(2) 業務内容 

・臨床研究センター（RC7 階建て約 4,275 ㎡）の既に設計・積算が完了している 1～5 階及び 7

階を除く階（6 階のみ）の追加設計。また、それに伴う建築物全体の構造・設備計算、作成済

みの建築・電気設備・機械設備に係る図面・積算の修正も行う。 

・臨床研究センター新築整備工事の監理業務 

その他入札説明書、設計委託仕様書及び工事監理委託仕様書による。 

(3) 履行期限 

・設計履行期日  平成 24年 05月 31日 

・監理履行期限  平成 25年 06月 30日 

(4) 納入場所 

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 事務部企画課財務管理係 

 

２ 競争参加資格 

(1) 平成 13 年度以降に、2,000 ㎡以上の臨床研究センターの新築又は改修の基本・実施設計、及

び CPC(セルプロセッシングセンター)の新築又は改修の基本設計又は実施設計について管理技

術者または主任担当技術者として担当した実績（参加しようとする企業における実績に限る）

を 1件以上有する者を管理技術者として配置すること。 

(2) 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない

者に該当しないこと。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている

者は、特別の理由がある場合に該当する。 

(3) 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後一定期間経過してい

ない者に該当しないこと。これを代理人、支配人その他の使用者として使用する者についても

同様とする。 

なお、期間等については独立行政法人国立病院機構の理事長が発出した契約指名停止等措置



要領（以下｢指名停止要領｣という。）に基づく指名停止期間等を適用する。 

一 契約の履行に当たり、故意に設計を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不

正の行為をした者。 

二 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るため

の連合をした者。 

三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者。 

四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者。 

五 正当な理由なく契約を履行しなかった者。 

六 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に当た

り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。 

七 前各号に類する行為を行った者。 

(4) (3)に該当する者を入札代理人として使用しない者。 

(5) 厚生労働省競争参加資格「建築関係コンサルタント」のＡまたはＢ等級に格付けされ、近畿

ブロックの競争参加資格を有する者であること。（会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基

づく更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づ

く再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、近畿ブロックにおける競争

参加資格の再認定を受けていること。） 

(6) 会社更生法に基づき、更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生

手続開始の申立てをした者（(5)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

(7) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）の受領期限の日から競争参加資格の審

査終了までの期間に独立行政法人国立病院機構の理事長又は経理責任者から指名停止を受けて

いないこと。 

(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、

厚生労働省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 申請書・入札説明書の交付場所、申請書・入札書の提出場所及び問い合わせ先 

〒540－0006 大阪市中央区法円坂 2-1-14 

独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター 事務部企画課 

財務管理係長 寺尾 紀昭  電話 06-6946-3555(内線 2324) 

(2) 申請書・入札説明書の交付期間 

平成 23年 11月 7日～平成 23年 11月 21日 

（土曜日、日曜日を除く 9時 00分～17時 00分） 

(3) 申請書の提出期間 

平成 23年 11月 7日～平成 23年 11月 21日 

（土曜日、日曜日を除く 9時 00分～17時 00分） 

(4) 開札の日時及び場所 

平成 23年 11月 28日 10時 00分 緊急災害医療棟 4階会議室 



(5) 入札方法 

第一交渉権者の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 5 パーセントに相当

する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金

額とする。）をもって評価するので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった金額の 105 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出す

ること。 

 

４ その他必要な事項 

(1) 入札及び契約手続きに使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金及び契約保証金  免除 

(3) 入札者に要求される事項 

この競争に参加を希望する者は、２(1)及び(4)の証明となる申請書を入札説明書付属の様式

に従い作成し、３(3)の期間内に提出し、資格審査を受けなければならない。 

なお、入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から上記証明となるものにつ

いて説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 

(4) 入札の無効 

本公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行し

なかった者の提出した入札書は無効とする。 

(5) 契約書作成の要否  要 

(6) 契約の相手方の決定方法 

契約細則第 21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った

入札者を交渉権者とする。その者が複数の場合は、入札した価格に基づく交渉順位を付するも

のとし、最低価格で入札した者を第一交渉権者とする。第一交渉権者決定後はその者とただち

に交渉をし、契約価格を決定する。ただし、交渉が不調となり、又は交渉開始から 10日以内に

契約締結に至らなかった場合は、経理責任者は交渉順位に従い、他の交渉権者と交渉を行うこ

とができる。 

(7) 詳細は入札説明書による。 


